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要介護認定の申請 

詳しくは 6ページ 

基本チェックリスト 

による判定 

要介護認定 
要介護１～５ 

要支援１・２ 

非該当 

事業対象者 

 

 

非該当 

 生活機能の低下があり、介護サービスを受けたい、または介護予防に取り組みた

いといった場合は、地域包括支援センターまたは長寿政策課へご相談ください。 

詳しくは 8ページ 

詳しくは 8ページ 

詳しくは 8ページ 

詳しくは 8ページ 

 

 

自立 

詳しくは 19ページ 

相談とは 

〇生活の困りごと等相談内容（ＡＤＬ・ＩＡＤＬの確認）を聴き、要介護認定

等申請の必要性を判断します。介護認定等の申請、介護予防・生活支援サービ

ス事業、一般介護予防事業について説明を行います。 
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 毎日の生活を送る上で必要な、日々

繰り返される基本的な身体動作群を

いいます。 

例えば、排泄、食事、入浴、更衣、整

容、起居動作（寝返り、起き上がり、

座位、立ち上がり、立位、歩行） 

ＡＤＬ（日常生活動作）とは 
 

 ＡＤＬを基本にした日常生活上の複雑

でより高次な動作をいいます。 

 

例えば、家事全般・買い物・金銭管理・

服薬管理・外出・電話の使用・趣味など 

ＩＡＤＬ（手段的日常生活動作）とは 

 



 
基本チェックリストと判定とは 

介護予防が必要である方を早

期に発見し、介護を必要とする

生活を未然に防ぐための２５項

目のチェックリストです。 

介護予防・生活支援サービス

事業の利用のみを希望する場合

には、必ずしも認定を受けなく

ても、基本チェックリストの結

果、生活機能の低下があり、事

業対象者と決定すればサービス

を利用できます。 

 

 

 

□バスや電車で１人で外出していますか？ 

□転倒に対する不安は大きいですか？ 

□週に１回以上は外出していますか？ 

□今日が何月何日かわからない時がありま

すか？ 

地域包括支援センターにおいて、基本チェックリスト等の結果を踏まえ、

介護予防ケアマネジメントを開始します。 

 

基本チェックリスト（一部） 

介護予防・日常生活支援総合事業とは 

介護予防・日常生活支援総合事業は、高齢者が地区において健康

で自立した生活を送るために、対象者が要介護状態となることを予

防すること（介護予防）、また自立した生活の支援をすることです。

平成３０年４月より、基本チェックリスト実施により介護予防が必

要である６５歳以上の高齢者を早期に発見し、介護を必要とする生

活を未然に防ぐため、必ずしも認定を受けなくても必要なサービス

を利用できることとなりました。 

自分のことは自分でできる、自立した高齢者の増加で、元気な宿

毛市をめざす、そして元気を応援する積極的な仕組みとなっていま

す。 
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６５歳以上の方が要介護（要支援）状態となることを予防するとともに、要介護（要支

援）状態となった場合でも、可能な限り日常生活を営むことができるように支援します。 
 

介護予防・日常生活支援総合事業は、事業対象者と判定された人や要支援認定を受けた

人のうち、日常生活上の支援が必要と判断された人に、必要なサービスを提供する「介護予

防・生活支援サービス事業」と、すべての高齢者を対象とした「一般介護予防事業」に分

けられます。 

 

要支援１・２の方、事業対象者を対象として、下記のサービスを提供します。 
 

 

利用者が自立した生活を送ることが

できるように、ホームヘルパーによる

入浴などの支援を行います。 

●利用者負担（１割）のめやす 

入浴や食事などの生活行為向上のための

支援を行い、日常生活がひとりでできる

よう訓練を行います。 

●利用者負担（１割）のめやす 

 

※基本チェックリストで判断される事業
対象者は、週の利用回数により金額が
異なります。 

※介護予防サービス計画に基づき算定されます。またこのほかに、各種加算が付く場合
があります。 

 

身体介護を必要としない方を対象に、

掃除や買い物等の生活支援を行うもの

で、市の定める研修を受けた方（シルバ

ー人材センターに登録）によりサービス

が提供されるものです。 

 

●利用者負担（１割）のめやす 
 

３０分未満 １６４円／回 

３０分以上６０分未満 ２４７円／回 
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要支援１・事業対象者 

（月1回～4回） 
４３６円／回 

要支援２・事業対象者 

（月1回～8回） 
４４７円／回 

介護予防・生活支援サービス事業 

標準的なサービス ２８７円／回 

 

介護予防訪問介護相当サービス 
（ホームヘルプサービス） 

介護予防通所介護相当サービス 
（デイサービス） 

訪問型サービスＡ 
（シルバー人材センターによる生活援助） 



















所得段階 基準割合 年額保険料
(基準額×基準割合)

所得要件

第１段階 0.285 19,836円

〇生活保護を受給している人
〇住民税非課税世帯で、老齢福祉年金を受給している人
〇住民税非課税世帯で、
　前年の課税年金収入額と年金以外の所得額の合計が80万円以下の方

第２段階 0.485 33,756円
住民税非課税世帯で、第1段階に該当しない方で、
前年の課税年金収入額と年金以外の所得額の合計が120万円以下の方

第３段階 0.685 47,676円
住民税非課税世帯で、第2段階に該当しない方で、
前年の課税年金収入額と年金以外の所得額の合計が120万円を超える方

第４段階 0.9 62,640円
同じ世帯内に住民税課税者がいるが、本人は住民税非課税の方で、
前年の課税年金収入額と年金以外の所得額の合計が80万円以下の方

第５段階 1.0
69,600円
（基準額）

同じ世帯内に住民税課税者がいるが、本人は住民税非課税の方で、
前年の課税年金収入額と年金以外の所得額の合計が80万円を超える方

第６段階 1.2 83,520円
住民税が課税されている方で、
前年の合計所得金額が120万円未満の方

第７段階 1.3 90,480円
住民税が課税されている方で、
前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

第８段階 1.5 104,400円
住民税が課税されている方で、
前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

第９段階 1.7 118,320円
住民税が課税されている方で、
前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

第10段階 1.9 132,240円
住民税が課税されている方で、
前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方

第11段階 2.1 146,160円
住民税が課税されている方で、
前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方

第12段階 2.3 160,080円
住民税が課税されている方で、
前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方

第13段階 2.4 167,040円
住民税が課税されている方で、
前年の合計所得金額が720万円以上の方

介護保険制度は、介護が必要になった方が介護保険サービスを利用する際にかかる費用について、
利用者が1～3割を負担し、残りの負担分を保険によってまかなう制度です。
保険料の負担割合は、65歳以上の方が23％、40～64歳の方が27％、公費（国・県・市）が50％です。
40～64歳の方は加入している健康保険の保険料として介護保険料を納付していますが、
65歳以上の方は健康保険とは別に、市町村へ介護保険料を納付するようになります。

令和６年度から令和８年度までの、６５歳以上の方の介護保険料は下記のとおりです。

■■■　住民税非課税世帯　　　■■■　住民税課税世帯で住民税非課税者　　　■■■　住民税課税者

※低所得者の保険料軽減を強化するため、従来からの公費負担とは別枠で公費が投入され、保険料基準額に対する割
合が、第1段階で0.455→0.285に、第2段階で0.685→0.485に、第3段階で0.69→0.685にそれぞれ軽減され
ます。

※所得要件の世帯状況は対象の年度の４月１日時点のもので判定されます。ただし、年度途中で資格取得した方はそ
の資格取得した日（65歳になった方は誕生日の前日、市外から転入した方は転入日）となります。

介護保険料について

  ２７




